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 一般社団法人 日本損害保険協会(会長：舩曵 真一郎)では、本年 2月に「保険金不正請求に関する意識調

査」を実施しました(前回調査は 2025年 4月実施、6月公表)。 
 

今回の調査では、「不正請求の許容度(どのような行為なら許されると思うか)」、「不正請求の理解度(どの

ような行為が保険金詐欺に該当するか)」など、保険金請求における一般消費者のモラル意識の現状を把握

することができました。また、あわせて調査した「損害保険の理解度」や「不正請求を防止するために重要

と思うこと」の結果も、今後の不正請求防止に向けた業界取組みの参考として活用していきます。 
 

当協会では、損害保険の保険金不正請求対策と損害保険の仕組みや制度の理解促進に向けた取組みを、一

層推進していきます。 

 

１． 調査結果（概要）  

（１）不正請求の許容度 

・「許されないと思う」のトップは「保険金詐欺をするための保険加入」（約 80％）となった。 

・一方、「業者からの教唆(ある事を起こすよう教えそそのかすこと)による保険金請求」や「軽傷での休

業補償」は「許されないと思う」との回答の割合が 50％を下回り、保険金請求に関するモラル意識の

低さがうかがえる。 

・若年層ほど「許されると思う」との回答の割合が高く、若年層の保険金請求に対するモラル意識の低さ

がうかがえる(前回調査と同様の結果)。 

（２）不正請求の理解度 

・保険金詐欺に該当する「架空請求」「アフター・ロス契約※」「関係者と結託した虚偽申告」「運転手のす

り替え」等について、「詐欺に該当する」と正しく回答した割合は、いずれも 70％を下回り、不正請求

に関する理解が十分に浸透していないことがうかがえる。 

・「業者からの教唆による保険金請求」や「軽傷での休業補償」に関する正答率は 50％を下回り、消費者

の自覚がないまま保険金を不正に請求してしまうリスクがあることがうかがえる。 

・全体的に若年層の正答率が低く、若年層の保険金請求に関する理解不足がうかがえる。 
※事故が発生した後に保険契約を締結し、事故前から契約していたかのように装うことを言います。 

（３）損害保険の理解度 

・告知義務、通知義務に関する設問の正答率は 70％を超え、比較的高い。 

・一方、「保険料は積立金であるか」「保険金は契約額の全額が受け取れるか」などの設問の正答率は 50％

に満たず、損害保険の理解が十分に浸透していないことがうかがえる。 

・全体的に若年層の正答率が低く、損害保険そのものに関する若年層の理解不足がうかがえる。 

（４）不正請求防止にあたって重要だと思うこと 

・不正請求防止のために保険会社が取り組むべきこと（保険会社に期待すること）として、「保険の仕組

み・制度のわかりやすい周知」、「補償内容と保険金の支払基準の分かりやすい周知」、「不正請求にあた

る内容の周知」を求める声が上位を占めた。 

「保険金不正請求に関する意識調査」を実施 

～若年層の不正請求に対するモラル意識や理解不足が課題～ 



 

（５）保険金を受け取った際の気持ち 

・「保険に入っていて良かったと思った」「手続きが迅速に進み、困っている時に助かった」「代理店が対

応してくれたので楽だった」などのポジティブな回答が上位を占めた。 

・一方、保険金請求に関する当事者意識の低さなど、留意すべき観点も一定顕在していることがうかがえ

る回答傾向となった。 

（６）既存の啓発ポスターの評価など 

・「目を引く」「抑止力になる」という評価が 70％を超え、上位を占めた。 

・「保険金詐欺が犯罪に該当することを知って驚いたか」の設問に関しては、「驚いた」との回答が「驚か

ない」を上回り、保険金詐欺が犯罪という認識が消費者に十分に浸透していないことがうかがえる。 

調査結果の詳細については、以下リンクからご覧ください。 

【URL】https://www.sonpo.or.jp/news/release/2026/pdf/fuseiseikyu.pdf 

 

２．調査の実施概要  

調査期間 2026年 2月 5日～8日 

調査対象 全国の 16歳～69歳の男女（有効回答：2,535人） 

※人口構成比率に合わせて回収。 

調査方法 インターネットリサーチ 

主な調査項目 不正請求の許容度・理解度、損害保険の理解度、不正請求防止にあたって重要だと思う

こと、保険金を受け取った際の気持ち、既存の啓発ポスターの評価 

 

３．調査結果を踏まえた今後の取組み（予定）  

当協会では、今般の調査結果も踏まえ、保険金不正請求の防止に向けて、若年層等を対象にしたデジタ

ル広告の展開に加え、啓発ポスターなどを活用し、より分かりやすく伝えるための啓発活動に取り組んで

いきます。 

 

 

 

 

 

 
  

警察庁の後援を得て作成したポスター 

https://www.sonpo.or.jp/news/release/2026/pdf/fuseiseikyu.pdf


 

【ご参考】日本損害保険協会における保険金不正請求対策への取組み例 
 
●保険金不正請求ホットライン（保険金不正請求通報制度） 

保険金不正請求にかかる情報を受け付ける通報窓口を設置し、通報された情報を損害保険会社と共有

することにより不正請求対策に役立てています。 

なお、当協会および参加保険会社において、通報があったことを不正行為者にお伝えすることはありま

せん。 
 
〇 インターネット受付 

U R L ： https://www.fuseiseikyu-hl.jp/ 

受付時間 ： 24時間 365日 

〇 電話受付 

受付番号 ： 0120-271-824 （不正は通報） 

受付時間 ： 月曜日から金曜日（祝日・損保協会の休業日を除く）9:00〜12:00、13:00〜17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保険金請求歴および不正請求防止に関する情報交換制度 

保険金等の請求歴並びに請求・支払いに係る不正請求および不正の疑いのある事案について、損害保険

会社等の間で情報交換を実施することにより、公平・公正な損害額算定および適正な保険金等の支払いを

行うことを目的とする制度です。 

 

●警察庁および地域の警察との連携 

地域の警察と損害保険各社で構成する「損害保険防犯対策協議会」を全都道府県に設置し、損害保険を

悪用した犯罪の排除に必要な情報交換、警察への捜査協力等を行っています。 

また、警察からの捜査照会等にスムーズに対応するため、定期的に連絡会を開催し、保険犯罪防止に関

する意見交換を行っています。 

 

 

https://www.fuseiseikyu-hl.jp/

